
我
戦
時
利
得
税

ナ
論

ス

(
二
、
同
元
)

)IJ 

郷

太

Ji!B 

前
磁
日
緒
言
1
問
時
利
得
続
ノ
本
質
l
納
税
範
務
者
i

本
披
H
職
時
利
得
ノ
算
定
井
-
一
課
税
範
囲
l
現
続
貼
l
程
調
中
職
時
利
得
税
法
ノ
施
行
期
間
結
論

第
四

職
時
利
得
ノ
算
定
井
一
一
其
課
税
範
園

一
、
法
人
利
得
ノ
算
定
。

一
-
プ
ハ
其
卒
時
所
得
ハ
大
正
三
年
七
月
三
十
一
日
以
前
二
年
内
ニ
終
了
シ
タ
F

各
事
業
年
度
=
於
7
既
-
一
決
定
セ
ラ

戦
勝
利
得
ハ
既
ニ
漣
へ
タ
山
戸
理
由
ラ
依
リ
戦
時
所
得
ヨ
リ
卒
暗
所
得
ヲ
控
除
ジ
ア
之
ヲ
計
算
三
法
人
ニ
ア

y

v
p
y
所
得
金
額
ヲ
平
均
1
y
-
一
依
ア
之
ヲ
得
、
主
(
戦
時
所
得
ρ

所
得
税
法
/
規
定
エ
従
ア
之
ヲ
決
定
て
是
ガ

故
-
一
法
人
利
得
/
計
算
ρ

普
湿
/
場
合
-
一

ρ

簡
草
明
瞭
ユ
シ
ア
何
等
難
問
題
プ
生
ス

Y

ヨ
ト
ナ
ジ
、
唯
平
時
ト
戦

一
時
ト
ノ
間
ニ
所
得
ノ
因
ア
生
ス

Y
基
礎
-
一
嬰
化
7
生
旦
戸
カ
叉
ρ

所
得
闘
係
ニ
凱
旋
ヲ
生
月

Y
場
合

d

二
戦
時
腕

•••••••••• 

一
得
ヨ
り
控
除
月
ペ
キ
平
時
所
得
ュ
掛
酌
ヲ
加
へ

f
y
ペ
カ
フ
ズ
、
是
ュ
於
-7
所
謂
仮
想
的
平
時
所
得
ノ
推
定
ヲ
世

見
/
必
要
ヲ
生
そ
我
戦
時
利
得
税
法
円
此
場
合
ニ
資
本
ヲ
取
?
京
リ
之
品
調
A

Y

一
定
ノ
収
益
率
ヲ
以
ア
仮
想

論

説

我
臨
時
利
得
税
チ
論
ス
(
二
、
完
)

第
七
巻

{
務
三
雄

一) 

ー-ー



Z品

説

我
職
時
利
得
税
チ
論
マ
ハ
(
二
、
完

第
七
省

(
第
三
強

回

回

的
平
時
所
得
ト
ス
弦
ユ
問
題
ト
ナ
y
ρ

牧
盆
率
ノ
定
メ
方
ト
資
本
ノ
計
算
方
法
ナ
リ
ト
月
、
比
二
者
-
-
v
-
7
宜
キ

7
得
ズ

y
バ
戦
時
利
得
ノ
計
算
首
ヲ
失
シ
課
税
ハ
不
必
卒
ナ
F

毛
ノ
ト
ナ
?
了
一
フ
y
、

••••••• 一
、
牧
盆
翠
ノ
定
メ
方
ニ
就
一
7
ρ

法
人
/
仮
想
的
手
時
所
得
ヲ
推
定
見
戸
場
合
ヲ
医
別

γ
ア
之
7
親
察
セ
サ
戸

ペ
カ
ラ
ズ
、
我
法
ニ
依
レ
ρ

法
人
ノ
偲
想
的
卒
暗
所
得
ヲ
推
定
旦

Y

場
A

戸
口
三
ア
リ
、
開
戦
後
-
一
法
人
ノ
成
立
ス
戸

一
場
合
、
苧
時
-
一
成
立
セ

Y
法
人
-
-
v
-
7
其
所
得
絶
無
ナ
戸
カ
若
ク
ρ

過
少
ナ
Y
場
合
、
耳
T
肘
ニ
成
立
セ

Y
法
人
-
-

y
-
Y
開
戦
後
-
一
一
増
減
資
ヲ
行
へ

Y
場
合
是
ナ

y
、
我
法
二
型
ア
場
合
目
一
於
-7
資
本
工
封
ス

Y

一
一
割
ノ
金
額
ヲ
以

ア
平
時
所
得
ト
推
定
三
第
三
ノ
場
合
同
一
於
-
7
P
卒
時
ノ
資
本
牧
盆
率
ヲ
戦
時
資
本

J

一
乗
V
F
U
F
モ
ノ
ヲ
以
ア
平

時
所
得
ト
推
定
A

、
姑
ク
前
二
場
合
ノ
計
算
方
法
7
法
定
牧
盆
等
主
義
ト
云
ヒ
最
後
ノ
場
合
ノ
計
算
方
法
ヲ
卒
時

牧
盆
率
主
義
ト
名
ケ

y
o

平
時
牧
盆
率
主
義
ρ

第
一
弁
-
一
第
一
了
場
合
ニ
之
ヲ
通
用
A

Y

コ
ト
能
ハ
サ
Y
J
刀
、
法

一
定
牧
結
率
主
義
ハ
音
ニ
第
五
理
プ
場
合
二
週
間
Z

Y

ヨ
ト
ヲ
得
Y

ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
第
二

7
場
令
一
-
ご4

一
用
ス

y
コ
ト
ヲ
得
べ
ジ
三
、
現
一
此
主
義
-
一
依
V
山

yF
立
法
例
ナ
司
守
守
ニ
ア
ラ
ズ
、
英
園
ノ
如
キ
是
ナ

p
、
差
シ
既
四
一
戦

一
前
未
成
立
ノ
法
人
井
ニ
卒
時
所
得
/
絶
筆
ク
ρ

過
少
ナ
Y
法
人
ニ
割
高
定
牧
盆
率
主
義
戸
一
依
-7
苧
時
所
得
7

一
算
ス

Y
以
上
川
資
本
ノ
埼
減
ヲ
行
へ

F

法
人
ニ
到
ジ
ア
毛
同
一
主
義
ユ
依
47
卒
時
所
得
ヲ
算
Z

Y

コ
ト
敢
7

不
嘗

ト
見
ベ
カ
ラ
ズ
、
現
二
増
減
資
ヲ
行
へ
戸
場
令
ニ
於
ア
モ
平
時
所
得
ノ
絶
無
若
ク
ρ

一
割
未
満
ナ
戸
ト
キ
ρ

平
時

一
枚
盆
率
主
義
ヲ
拾
ァ
、
法
定
収
盆
種
主
義
ヲ
採
用
ス

Y

A

7

7

ズ
ャ
、
(
五
日
輸
二
項
三
披
末
段
)
濁
リ
卒
時
牧
益
率
ガ
一



割
ヲ
超
ユ

y
場
合
ニ
ノ
ミ
法
定
牧
盆
率
主
義
ヲ
拾
47
苧
時
収
盆
李
主
義
ヲ
探
Y

ノ
理
由
ア
戸
ナ
ジ
、
更
ュ
山
進
7
手

時
収
盆
率
一
割
以
上
7
有
λ
y
法
人
が
増
資
ヲ
錦
見
場
令
ニ
就
-7
考
7

y
ュ
、
其
増
資
ニ
前
七
プ
三
両
キ
平
時
牧

盆
卒
ニ
依
-7
卒
時
所
得
ヲ
算
ス

y
y
eカ
故
-
一
、
戦
時
所
得
ρ

大
ナ
戸
号
、
平
時
所
得
ヲ
超
過
ス

Y

3

ト
少
ク
ナ

9

テ
戦
勝
利
得
税
ヲ
遁
庇
ス

UF

コ
ト
ト
ナ
ラ
リ
/
珠
Z

叩
戦
前
比
較
的
小
資
本
ヲ
以
ア
比
較
的
大
f

y
牧
盆
ヲ
奉
ク

γ
舎

一
一
肱
ガ
増
資
λ

戸
場
合

d

一於一
7
然

F
ト
ス
、
通
枕
ノ
目
的
ノ
骨
同
士
二
増
資
ハ
額
ジ
テ
之
ヲ
避
ケ
サ
Y

ペ
ガ
-
フ
サ
F

Ft
法
ハ
却
47
之
ヲ
奨
鵬
ス
、
不
首
モ
亦
甚
ジ
ト
謂

Y
7
0

一
次
-
一
叉
開
戦
後
ノ
増
資
ト
新
舎
一
肱
ノ
設
立
ド
ヲ
罰
照
A
F
-
-
、
既
設
舎
肱
ト
新
舎
一
肱
ト
ノ
差
汁

y
ア

v
、
資
本
7

新
ユ
事
業
旦
投
下
Z

P

ニ
至
一
ア
ハ
一
ナ
リ
、
然
戸
ニ
法
ハ
新
舎
一
肱
ノ
所
得
ゴ
?
控
除
ス
ペ
キ
偲
旭
川
的
卒
時
所
得
ハ

資
本
金
イ
一
割
ト

γ
、
奮
曾
枇
ノ
所
得
ヨ
リ
控
除
ス
ペ
キ
増
資
ユ
濁
Z

N

一
俄
想
的
卒
時
所
得
ハ
一
割
以
上
ト
ス
W

也
-
Z
T
時
牧
盆
率
一
割
以
上
ノ
毛
ノ
ニ
就
ア
云
7
)
其
結
果
ハ
新
品
百
祉
資
本

4

一
重
タ
税
ジ
戦
前
利
盆
多
カ
リ
ジ
嘗
曾

枇
ノ
新
賀
本
-
ニ
挫
ク
稔
ス

Y

ヨ
ト
ト
ナ
Y

ペ
γ
、
両
者
ノ
間

-7於
ケ
戸
不
払
珂
T
P
到
底
之
ヲ
菟
U
F
Y

コ
ト
能
ρ

す

む戸・品。

一
婚
貿
ニ
依
ア
脱
税
ヲ
計
戸
虞
ナ
キ

f
ト
云
フ
コ
ト
ニ
就
戸
7

円
、
議
合

--A沢
一
プ
宝
庫
ケ
詰
問
ト
ナ

H
-プ
現
ρ
v
h
h

ガ
、
政
府
委
員
円
之
二
谷
へ
テ
日
ヘ
ヲ
。

靖
責
Y
積
立
金
ノ
繰
替
充
官
二
世
テ
行
ハ
ル
ル
場
合
m
資
本
金
額
-
一
於
チ
異
動
ナ
タ
レ
ρ

、
脱
税
ト
ゾ
ヲ
犬
、
掃
費
Y
株
主
r
梯
込
-
-
依
テ
行
戸
ル

論

説

我
職
時
利
得
税
チ
論
ス
(
二
、
完

第
七
巻

(
第
三
税

二
五
)

三
一
手

高股院酒造税法中改正法律案升四件特別委員曾議事登記録第三競田中源太郎氏賞
三九良

同上三一頁三回頁

• 
物詩



1日量

説

我
田
明
時
利
得
税
チ
論
F
(

二
、
完
)

第
七
巻

(
第
三
抗

一占ノ、

大

ル
場
合
P

莫
曾
枇
=
於
テ
相
官
ノ
利
益
ア
ル

Y
震
メ
ト
認
メ
サ
ル
ペ
カ
ラ
メ
、
利
益
ナ
キ
ニ
構
込
チ
篤
サ
'
V
ム
ペ
キ
理
由
ナ

V
、
此
グ

V
テ
靖
加
セ

ヲ
ν
タ
ル
資
本
ハ
還
問
セ
ヲ
ν
相
官
ノ
利
益
手
段
ム
、
英
利
益
ρ

従
来
ノ
車
位
ノ
宅
ノ
チ
推
定
F

h

チ
首
然
ト
ス
、
平
時
ノ
割
合
以
上
ア
リ
タ
ル
揚

合
エ
初
テ
職
時
利
得
税
チ
諜
λ

ペ
キ
ノ
ミ
脱
税
ノ
毘
ナ
V

ト。

然
レ
ト
毛
開
戦
後
ノ
増
資
ナ
戸
毛
/
戸
常
ニ
必
ズ

vyt相
嘗
/
利
盆
デ
牧
ム
ペ
キ
事
業
-
一
品
以
下
月
庁
カ
矯
J
-
-

有
ρ

y

y
毛
ノ
ト
謂

y
ベ
カ
ラ
ズ
、
「
プ
了
、
ア
ム
」
7
得
プ
カ
錫
メ
-
一
、
叉
ハ
株
主
/
歓
心
ヲ
買
ハ

y
カ
矯
ニ
行

ρ
y
u
F
を
ノ
亦
決
ジ
ア
少
カ
ラ
ザ
戸
ナ
リ
、
政
府
委
員
ノ
説
明
ノ
如
キ

ρ
今
日
資
業
界
ノ
賞
妹
7
洞
察
ジ
タ
ww

モ

ノ
ト
云
フ
ベ
カ
ラ
ズ
、
更
一
ニ
戦
時
利
得
税
法
ノ
成
戸
ャ
、
之
カ
股
枕
ヲ
計
-
フ

y
カ
潟
三
増
資
ノ
行
戸
市
戸
ヨ
ト
ア

y

ヲ
議
期
セ
サ
戸
ペ
カ
一
フ
ズ
、
要
之
増
資
ノ
場
合
一
二
沢
一
7
毛
法
定
収
盆
率
主
義
7
探
W
4
4

程
賞
ト
ス
ペ
ジ
。

一
以
よ
ハ
資
本
ι
増

減
7
v
場
合
-
一
就

7
論
セ
戸
毛
ノ
ナ
P
F
、
開
戦
後
ェ
成
立
セ

Y

法
人
二
脱
ア
モ
亦
同
様
日
一

一
腕
枕
ノ
手
段
-
一
用
ヒ
タ

y

y
虞
ナ
キ
ニ
ア
二
フ
ズ
、
此
ノ
如
キ
法
人
ュ
本
リ
57ρ

、
仮
想
的
苧
時
所
得
ヲ
資
本
ニ
艶

一
ス
戸
一
割
ト
定
ム
戸
カ
故
三
管
業
牧
盆
-
一
比

J
V
7
割
合
-
一
多
額
/
資
本
ト
ナ
ス
場
合
-
一
て
俄
極
的
卒
暗
所
得

戸
大
ト
ナ
リ
従
-Y
利
得
額
ハ
少
ク
ナ
リ
、
終
-
一
一
戦
時
利
得
税
ア
諜
ス
戸
コ

1
能
ρ

サ
戸
二
一
主
庁
、
ヘ
ジ
、
此
ノ
虞
ρ

一
個
人
替
業
組
織
ヲ
合
枇
組
織
ト
改
ム
戸
場
合
二
歳
毛
茜

v
、
個
人
組
織
7
舎
一
肱
組
織
ニ
挺
更
λ

F

3

ト
ノ
盛
-
一
行

ハ
V
7
7
ア
戸
川
所
得
税
法
ノ
紋
陥
ユ
基
ケ
庁
モ
ノ
ナ
ル
ガ
、
我
戦
時
利
得
枕
法
毛
亦
之
7
促
ス
ヨ
ト
ト
ナ
一
フ

y
、

一芳

v
此
弊
ヲ
旗
防
セ

y
ト
セ

ρ
個
人
組
織
ノ
愛
更
戸
戸
依
ア
成
立
セ

Y

法
人
-
一
山
首
V
7
ρ

平
時
ニ
於
ケ
ル
個
人
組
織

ノ
卒
均
/
所
得
ア
以
47
卒
階
事
業
年
度
ノ
平
均
所
得
ト
看
倣
λ

ペ
キ
也
。



••••• 
法
定
牧
盆
率
三
威
一
7
ρ

先
ツ
如
何
ナ
戸
勲
二
股
-7
之
ヲ
定
ム
ペ
キ
カ
ヲ
決
セ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
我
園
法

ρ
一
割

ト
定
ム
、
恩
7
4
一
y
.ヵ
嘗
ヲ
得
タ
U
F

毛
ノ
ト
ス

Y

ニ
ハ
、
戦
前
回
-
於
ゲ
戸
普
通
牧
盆
卒
ガ
此
程
度
-
一
-
在
Y

コ
ト
7

立
謹
セ
サ
Y

ペ
ふ
さ
フ
ズ
、
之
ヲ
立
法
例
品
徴
ス

Y

ニ
、
英
国
ハ
個
人
ノ
ヲ
七
朱
ト

γ
法
人
ノ
ヲ
五
朱
ト
耳
、
我
園

ノ
宮
ノ
程
度
ヨ

F
見

V
1
到
底
英
図
ト
雁
行
ス
W
F

コ
ト
能
ρ

ズ
、
然

V
ト
屯
一
割
ト
定
ム
戸
ρ

少

ν
ク
高
キ
ニ

失
4
A
Y
4
t

ノ
ト
一
五
ρ

サ
M
F

ペ
カ
ラ
ズ
、

ヰ
ゴ
法
定
川
収
益
率
一
ヲ
一
三
冠
ム
ゴ
ト
コ
・
簡
明
7
期
ス

Y

よ
ヨ

y
イ
へ

ρ

、
嘗
7
得
F

Y

毛
ノ
ナ
レ
ト
毛
、

責
際
/
事
情
-
-
P

必
司
h

v

y

三
週
明
ナ
ラ
ズ
、
現
ニ
戦
時
所
得
一
一
非
常
ノ
軒
軽
ア

Y

ヲ
見

v
t
平
時
所
得
モ
匪
々

ニ
シ
ア
一
ナ
ヨ
ザ
戸
ヲ
常
ト
月
ペ
シ
、
是
ι
於
ア
法
定
牧
盆
率
-
-
等
差
ヲ
設
ク
戸
ノ
必
要
ヲ
生
ズ
、
米
関
ノ
立
法

一
例
ノ
如
キ
卸
チ
是
ナ

p
、
郎
チ
米
国
ニ
一
7

円
資
本
金
ニ
艶
A

Y

七
未
乃
至
九
朱
ヲ
以
-
ア
法
定
牧
盆
率
ト
潟
三
千

時
九
朱
以
上
ノ
牧
盆
ヲ
翠
ク
戸
毛
ノ
ニ
モ
九
朱
ノ
牧
盆
腕
午
ヲ
以

7
之
ヲ
算
月
、
少
ジ
ク
繁
ユ
失
月

y
ノ
嫌
ナ
キ
ニ

一
ア
ラ
サ
V

ト
モ
却
ァ
資
情
ニ
遁
月

Y

毛
ノ
ト
謂
7

ベ
キ
品
。

••••••••• 
=
、
最
後
ニ
資
本
金
額
ノ
算
定
方
法
ヲ
明
ユ
セ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
仮
想
的
卒
時
所
得
ノ
算
定
-
二
資
本
ヲ
標
準

ト
ス
戸
ヨ
ト
前
逃
プ
戸
カ
如
三
然
Y

ニ
其
寅
本
額
ノ
計
算
如
餌

d

一
依
9
7
つ

或

ρ

剥
得
金
一
敏
ヲ
大
ニ
月
片
コ

一
ト
ア
Y

ベ
ク
或
ρ

小
品
月
F

2

ト
7

Y

ペ
グ
、
税
法
ノ
運
用
子
大
ナ
戸
相
逮
ヲ
来
ス
ペ
ジ
、
是

v
極
ア
緊
要
事
-
一

麗
ス
U
F

カ
故
ニ
戦
勝
利
得
税
法
中
ニ
之
ヲ
定
ム
戸
ヲ
稽
賞
ト
兄
、
然

y
-一
我
法
ρ

之
7
勅
令
一
二
議

v
Z第
五
橋
三
項
)

論

説

我
瞬
時
利
得
麗
チ
論
λ

(
二
、
完
)

第
'
M
M
血
唖

【
第
三
競

七

七



Z曲

説

我
聴
時
利
得
税
チ
論
λ

(
二
、
完
}

第
七
巻

戸
館
三
挽

人

入

大
正
七
年
四
月
四
日
勅
令
第
六
十
四
就
7
以
7

R
公
布
セ
フ
V

タ
Y

戦
時
利
得
税
法
施
行
規
則
ρ

資
本
金
額
算
定

方
法
ニ
閲
ど
プ
詳
細
ナ
士
規
定
ヲ
設
ケ
(
第
三
憐
}
、
挽
込
金
額
出
資
金
額
各
種
ノ
積
立
金
敏
其
他
名
義
ノ
怖
タ

Y

ヲ

一間
ρ

ヌ
積
立
金
ノ
性
質
ヲ
有
Z

Y

資
産
金
額
ヲ
以
一
プ
悉
ク
資
本
金
額
ト
看
倣
三
官
合
寅
舎
枇
叉
ρ

合
名
舎
枇

J

一

在
9
7
借
入
金
ア

Y

ト
キ
ρ

其
出
資
金
額
ヲ
超
過
ス

Y
金
額
ヲ
毛
資
本
金
ト
計
算
三
ロ
ハ
保
険
舎
耽
-
一
於
ケ
戸
保

阪
責
任
準
備
金
及
保
険
支
一
挑
準
備
金
ρ

之
ヲ
除
算
見
戸
壬
ノ
ト
ス
是
ニ
由
ア
之
ヲ
観
レ

ρ

資
本
金
ノ
範
園
ハ
比
較

的
贋
ク
普
遜
-
一
割
問
ア
所
/
舎
融
資
本
金
額
ト
ρ

非
常
ノ
相
法
ア

F

7
知
市
戸
ペ
ク
、
寧
u
質
際
-
一
遁
ス

Y

モ
ノ
ト
調

一ρ

す
戸
〈
カ
ラ
ズ
。

倫
此
場
合
-
一
於
ア
問
題
ト
ナ

y
t
繰
越
侠
損
金
額
、

プ
レ
町
、
、
ア
ム
額
、
弁
ι
資
本
鈴
却
額
ヲ
如
何
ニ
見
y

，へ

一
キ
カ
ト
云
フ
コ
ト
是
ナ
リ
。

一・・・・

繰
越
紋
損
額
ρ

他
日
ノ
牧
盆
ヲ
以
ア
之
ヲ
柿
填
セ
サ
戸
ペ
カ
一
フ
ズ
、
故
ニ
資
本
金
額
ヨ
リ
控
除
旦

Y

ヲ
穏
官
ト

一f
h職
時
利
得
税
法
施
行
自
三
智
一
項
)

•••• 「
プ
レ
ミ
ア
ム
」
ニ
就
-
7
ρ

法
ご
例
等
規
定
Z

Y

所
ナ
ジ
、
然
レ
ト
毛
共
性
質
上

H
q
者
y
y
ミ
其
入
リ
来
庁

事
業
年
度
↑
一
於
ア
ハ
牧
盆
ノ
一
部
ヲ
特
別
ス
モ
ノ
ト
見
庁
ベ
ク
、
其
後
ノ
事
業
年
度
-
一
於
7
ρ
積
立
金
繰
越
金
ト
同

一
腕
ス
戸
コ
ト
ア
得
Y

カ
故
ニ
資
本
金
ト
計
算
セ
一
フ
戸
ペ
キ
屯
ノ
ト
ス
、

f
v
戸
大
正
七
年
後
ニ
於
ア
「
.
7
V
ミ

ア
ム
」
ヲ
得
Y

モ
ノ
ρ

一
先
?
利
得
中
ニ
加
算
セ
ラ
戸
戸
カ
故
ニ
利
得
税
7
支
捌
A
f
y
ペ
カ
ラ
貝
、

y
ρ
政
府



委
員
ノ
門
官
官
ス
w
F

所
ト
モ
大
正
七
年
前
三
既
-
一
「
プ
レ
ミ
ア
ム
」
7
得
F

Y
毛
ノ
ハ
菅
ニ
利
得
税
7
支
掛
ρ

ザ
y

y
ガ
資
本
金
ニ
通
算
セ
ラ
レ
開
戦
後
増
資
ト
同
シ
結
果
ヲ
生
ス

Y

カ
矯
ニ
戦
時
利
得
額
ヲ
減

v、

ノ
ミ
ナ
ラ
丸
、

利
得
税
7
少
ク
ユ

Y

コ
ト
ュ
蹄
着
λ

ペ
ジ
、
夫
ノ
「
プ
V

ミ
ア
ム
」
付
埼
資
ヲ
行
〔
戸
有
名
ナ
Y

大
舎
一
祉
が
利
得
税

ヲ
菟
F
F
ρ

之
カ
鋳
メ
ノ
ミ
、
大
正
七
年
ノ
前
後
ニ
於
7
、
此
ノ
如
キ
相
違
7
京
旦
ハ
円
公
平
ヲ
得
タ
庁
毛
ノ
ト
一
冨

一7
ベ
カ
-
プ
ズ
。

一セ

Y

毛
ノ
ヲ
補
填
月

F

z
温
キ
サ

v
て

鋳

d

一
曾
祉
/
資
資
本
ヲ
培
ス
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ

v
t
7
却
ア
減
損
ヲ
時
四
防
ス

••••• 
資
本
鈴
却
金
三
机
-
プ
F

、
法
ハ
何
等
規
定
主
M
F

所
ナ
ジ
、
只
事
ノ
性
質
ョ

9
月
Y

ト
キ
P

在
来
ノ
資
本
ノ
減
損

Y

毛
/
ナ
リ
y

、
故
，
一
資
本
鈴
却
金
円
之
ヲ
資
本
金
額
中
二
一
則
算
旦
ベ
カ
ラ
ズ
、
資
木
鈎
却
金
山
賀
際
固
定
資
本
ノ

一
減
損
ス
戸
程
度
ニ
仲
ア
ヲ
要
三
若
ジ
資
本
絹
却
金
ガ
此
程
度
ニ
及
ρ

す
戸
ト
キ
〈
共
舎
祉
ノ
基
礎
ρ

危
キ
ノ

ミ
ナ
ラ
ズ
枇
舎
資
本
ノ
減
少
ヲ
来
A

ペ
ク
、
資
本
鈴
却
金
ガ
此
程
度
ヲ
温
ク
U
F

ト
キ
ハ

y
v
・
衣
積
立
金
準
備
金
ノ

性
質
ヲ
帯
y
y
ヨ
ト
ト
ナ
Y

ベ
ゲ
レ
ト
毛
後
日
ノ
愛
動
-
一
モ
品
川
へ
得
Y

コ
ト
ト

T
1
7
、
舎
枇
/
錦
戸
一
壬
一
肱
曾
金

般
ノ
魚
-
-
毛
之
ヲ
非
難
ス
ペ
カ
ラ
ズ
、
併
ジ
此
場
合
-
一
一
於
ア
子
大
正
七
年
ノ
前
後
ヲ
匝
別
見
ペ
ジ
、
旬
チ
大

E
レω

年
前
二
依
47
過
大
ノ
資
本
舗
却
ヲ
錦
セ

Y
宅

/
ρ

、
質
際
ニ
於
-7
財
産
ノ
隠
匿
ト
ナ
リ
法
ρ

之
ヲ
資
本
ト
ジ
テ
逝

算
セ
f
w
F
J
N

故
ニ
相
蛍
ノ
利
率
-
一
47
戦
時
所
得
ヨ
リ
控
除
セ
ラ

F

Y

コ
ト
ナ
シ
、
之
ユ
反
V
5
7
大
正
七
年
度
五
於

一
ァ
過
大
ノ
資
本
館
却
ヲ
矯
見
毛
ノ
ミ
其
寅
際
ノ
資
本
減
損
話
相
-
一
超
ユ

F

式
ρ

純
盆
ヲ
不
官
二
蹴
uγ

戦
勝
利
得
税

論

我
願
時
利
得
税
チ
論
λ

(

二
、
完
〕

既

第
七
巻

(
第
三
強

九

九

持衆議院所得税法中政E法律案升十一件委員官議録入七頁



l'量

第
七
巻

O 
) 

= 

O 

第

就

我
職
時
利
得
砥
チ
論
ス
(
二
、
完
}

説

ヲ
通
院
A

Y

コ
ト
ト
ナ
Y

ペ
シ
、
是

ν
亦
一
ノ
弊
ト
謂
円
サ
M
F
e

ヘ
カ
ラ
ズ
。

=
、
個
人
利
得
/
算
定

一
・
個
人
利
得
/
計
算
ρ

法
人
利
得
ノ
計
算
ト
異
リ
、
資
本
ヲ
捉
へ
来
-7
英
利
組
ヲ
標
準
ト

Z

Y
ヨ
ト
ヲ
翁
ナ
ズ
、

従
ア
個
人
管
業
品
於
ア
資
本
ノ
増
減
ア
リ
ト
ス

Y

毛
之
ア
掛
酌
セ
ズ
、
法
案
起
草
者
タ

F

政
府
委
員
ρ

之
カ
理
由

本

一
ヲ
読
明
日
て
7

日
夕
。

個
人
ノ
資
本
ノ
滑
加
ト
云
フ
モ
ノ
ρ

法
体
上
カ
ヲ
之
テ
認
定
λ

ペ
キ
根
強
チ
有
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
、
買
宜
際
コ
於
テ
宅
、
個
人
ノ
資
本
ノ
異
動
ト
云

7
3
'
p
ρ

額
繁
一
一
行
ハ

ν
ル
、
ノ
4

ナ
ラ
メ
、
哲
人
自
身
:

官
業
者
自
身
Y
時
三
随
ツ
テ
増
減
掛
酌
ス
ル
ト
云
7
2
ト
Y
御
座
イ
マ
λ

カ
ヲ
ド
ウ

も
是
ρ

一
々
其
資
本
ノ
異
動
一
-
針
V

テ
割
合
ナ
附
ク
テ
ハ
イ
カ
ヌ
ト
ノ
考
チ
以
チ
マ
V

テ
、
是
ρ

規
定
ρ

V

マ
セ
ヌ
。

ト
、
然
V

ト
モ
個
人
利
得
ト
法
人
利
得
ト
ノ
算
定
よ
-
一
此
ノ
如
キ
差
、
通
ア
認
ム

y
ρ

正
首
ナ

y
ト
ユ
ペ
カ
ラ
ズ
、

殊
品
開
戦
後

d-於一
プ
新
品
事
業
ヲ
初
J

F

Y

毛
ノ
品
於
7
ρ

所
謂
戦
時
所
得
ノ
中
ヨ
リ
相
営

F

一
一
中
時
所
得
ヲ
差
引

一
ク
コ
ト
ヲ
許
サ
す
V

パ
、
円
位
耳
T
ヲ
維
持
只
戸
ヨ
ト
能

ρ
ズ
、
我
法
ノ
解
緯
ト

v
-
7
ρ

此
ノ
如
キ
場
令
ρ
卒
勝
利
得

一
ナ
キ
毛
ノ
ト
見
ザ
山
ペ
ヘ
カ
ラ

f
u
F
ペ
ジ
。

一
平
時
所
得
ノ
絶
無
若
ク

ρ
温
小
(
法

ρ
千
圃
求
満
ト
ス
)
ナ
戸
市
場
合

d

一
ハ
我
法

ρ
所
得
金
額
ノ
宇
鋲
ヲ
以
-7
利
得

一
金
額
ト
定
ム
議
時
利
得
栓
法
第
六
懲
罰
三
唱
}
、
何
故
-
一
戦
時
所
得
ノ
字
額
ヲ
以
-7
戦
時
利
得
ト
着
倣
λ

カ
ノ
理
由
ハ
之

一
ヲ
詳
5

4

A

Y

ヨ
ト
ア
得
ズ
、
只
認
定
ト
答

y
戸
/
外
ナ
カ
ラ

y
o

個
人
利
得
ノ
算
定
品
開
V
4
7

戸
川
ノ
如
ク
資
本
ノ
異
動
新
事
業
ノ
開
始
等
所
得
ノ
基
礎
ュ
凌
化
ヲ
生
ス
戸
コ
ト

貴族院主主詑蜂上掲、四頁、五頁* 



ア
炉
モ
之
ヲ
割
問
セ
ズ
、
従
一
7
仮
出
回
的
手
持
所
得
ヲ
推
定
見
ル
コ
ト
ナ
シ
、
但
シ
相
綾
財
産
ノ
所
得
、
山
林
伐
採

，f
所
得
-
一
関
y
-
一7
ρ

法
ρ
特
別
ノ
規
定
ヲ
設
F
。

)
 •••• -

相

績

財

産

4

相
綴
人
ノ
所
得
-
二
ノ
財
源
ヲ
加
7

Y

モ
ノ
ユ
ジ
-7
、
作
用
ゴ
於
-7
資
本
増
加
ト
相
似
F
U
F

所

7

9
、
サ

v
v資
本
ノ
増
加
ト
円
異
9
明
品
川
捕
捉
A

Y

2

ト
ヲ
得
ベ
キ
ガ
故
ニ
法
ρ

之
ヲ
掛
酌
ジ
ち
相
緩
財
産

一
ユ
雪
長
護
人
ノ
言
語
ヲ
相
総
入
手
持
所
得
ト
着
型
、
(
実
像
一
項
但
)
正
賞
/
規
定
ト
評
セ
ナ

y
イ

一
声
ラ
ズ
。•••••• 山

林
伐
探
ノ
所
得
ρ

年
々
繰
返
へ
旦
モ
ノ
ユ
ア
ラ
ズ
、
戦
前
-
一
之
7
存
ジ
テ
戦
勝
目
一
之
ヲ
侠
ク
コ
ト
ア
y

qhM 

一
ぺ
夕
、
叉
戦
時
ュ
之
ヲ
存
ジ
ア
戦
前
ュ
之
ヲ
快
F

ヨ
ト
ア

Y

ぺ
夕
、
叉
戦
時
平
時
-
一
之
ヲ
存
月

Y

毛
、
共
伐
採
ノ

程
度
大
ユ
臭
Y

ヨ
ト
ア
戸
ぺ
て
す
V
ρ

戦
時
所
得
ト
平
時
所
得
ト
ヲ
比
較
月
戸
ユ

ρ

之
ヲ
観
的
セ
ナ
Y

ペカ-一ア

ズ
、
是
ニ
於
-7
我
法
ハ
此
種
ノ
所
得
ず
卒
時
所
得
中
-
一
存
ス
U
F

ト
キ
ハ
之
ヲ
除
算
三
大
正
七
年
後
ノ
所
謂
戦
時

所
得
中
ュ
存
4
h
y

ト
キ
片
戦
時
ノ
山
林
伐
採
所
得
三
膳
R

Y
卒
時
ノ
山
林
伐
採
f
所
得
7
俄
忽
シ
ア
之
ヲ
卒
暗
所

一
得
-
一
加
算
月
戸
コ
ト
ト
セ
主
臨
時
利
得
税
第
五
選
二
項
)
然
-Y

ハ
如
何
ニ

V
-
7
仮
想
的
忍
川
崎
山
林
伐
採
所
得
ヲ
推
定
月

ペ
キ
カ
ト
一
五
ア
ミ
戦
勝
利
得
税
法
施
行
規
則
ρ

営
該
竹
木
ノ
大
正
三
年
七
月
中
-
一
於
ケ
戸
見
積
卒
準
償
額
ヨ

9

一
其
年
分
ノ
山
林
伐
採
所
得
算
出
上
情
聴
牧
入
金
額
ヨ
リ
控
除

v
F
Y
必
要
ノ
経
費
=
相
嘗
λ
y
ノ
金
額
ヲ
控
除
シ
ア

之
ヲ
計
算
λ

ペ
キ
ヲ
定
ム
(
第
五
憐
一
是
レ
亦
首
ヲ
得
タ

Y

毛
ノ
ト
謂
ρ
f
y
ペ
カ
タ
ズ
、
ロ
ハ
大
正
三
年
七
月
中
ニ
於

F官

設

我
瞬
時
利
得
税
チ
論
λ

(

二
、
完
)

第
七
巻

-
第
三
披

一
〉

一



Z命

説

我
臨
時
利
得
税
チ
論
ス
(
二
、
完
)

第
七
巻

{
婦
三
強

一日
) 

ケ
F
竹
木
ノ
見
積
平
準
債
格
ヲ
定
ム
戸
コ
ト
井
-
一
之
ョ
リ
控
除
ス
ベ
キ
竹
木
伐
採
-
一
闘
ス

Y
必
要
経
費
ヲ
定
ム
戸

ヨ
ト
ρ

行
政
官
ノ
認
定
-
一
層
A

Y
カ
故
三
時
ニ
不
賞
ノ
コ
ト
ナ
キ
ヲ
必
ス
イ
カ
ラ
ズ
。

以
上
ρ

所
得
掛
川
法
-
一
依
リ
所
得
枕
ヲ
課
ユ
ペ
キ
個
人
所
得
ヲ
基
礎
ト
シ
ア
利
得
7
計
算
λ

と

得
枕
ヲ
珊
同
点
、
ヘ
キ
所
得
中
ニ
計
算
セ
ラ

v
eス
ジ
テ
而
モ
戦
勝
利
得
ト
看
倣
ナ
サ
Y

ペ
h
-フ
サ
戸
モ
ノ
ア
?
、
帥
陶
胸

叉
ρ
餓
業
若
ク

ρ

砂
鍛
業
ニ
閲
ス

Y

権
利
若
ク
ハ
設
備
ノ
賀
却
ニ
依
と
個
人
ノ
利
得
是
ナ
?
、
此
利
得
ュ
諜
ス
F

•••••••••• 
モ
ノ
ヲ
仮
五
舶
舶
利
得
税
鍍
業
利
得
税
ト
名
ク

yυ

差
シ
今
回
ノ
戦
争
-
-
於
ア
舶
舶
井
戸
一
線
物
ノ
勝
賞
ハ
驚
ク
ベ

キ
モ
ノ
ア
リ
、
従
ア
暴
ニ
柑
舶
又
ρ
綴
物
採
掘
業
-
一
闘

z
y
設
備
若
F
ρ

権
利
7
買
ア
後
-
一
之
ヲ
他

4

一
韓
貿
ス

F

4
ノ
ハ
異
常
ノ
戦
時
利
得
ヲ
得
ペ
キ
ヲ
ト
疑
ァ
容

v
.ス
、
故

d

一
之
ニ
特
ュ
戦
勝
利
得
税
7
課
ユ

w
必
要
ア
リ
ト
謂

一
ρ

サ
戸
ペ
ガ
テ
ズ
、
元
モ
舶
舶
叉
ハ
探
鎖
ニ
一
捌
旦
戸
時
営
業
ア
潟
兄
毛
ノ
ガ
此
種
ノ
利
得
ア
得
Y

ト
キ
ρ

腕
ユ
所
得

一
中
-
一
加
算
セ
ラ
ピ
戦
時
利
得
7
計
上
ス
戸
カ
故
-
一
舶
舶
鍛
業
利
得
税
7
別
ニ
ス

F

ノ
要
ナ
ジ
、
従
47
特
別
雌
組

一
鍛
業
利
得
税
ヲ
設
グ

y
ρ

普
通
所
得
中
ニ
加
算
セ
一
ブ
レ
ザ
ー
場
合
タ
U
F

ペ
キ
・
品
。

A

第
七
一
恐

一
締
組
利
得
税
措
刷
業
利
得
税
ρ

賓
却
金
額
ヨ
リ
命
令
ノ
定
ム
戸
所
ニ
依
?
算
定
セ
ラ

ν
タ
Y
岡
田
額
ヲ
控
除
ジ
タ
w
y

一
金
額
一
一
枕
ス
、
其
葉
却
償
額
ヨ

P
控
除
月
ペ
キ
モ
ノ
ハ
、
大
捜
-
一
所
得
債
額
、
設
備
費
、
改
一
艮
費
弁
三
取
得
賞
却

一
之
闘
月
戸
必
要
費
ナ
ゾ
ト
ミ
大
正
三
年
七
月
三
十
一
日
以
前
ヨ

p
ノ
其
納
税
義
務
者
-
一
嵐
月
ケ
r
キ
ρ

取
得
償

一
一
額
ユ
代
7

Y

ニ
同
年
七
月
中
二
府
ケ
グ
見
積
卒
準
償
額
ア
以
ア
ミ
但
ジ
鏑
業
叉
ρ

砂
機
業
ニ
閲
ス

Y
権
利
三
肌



ア
ハ
設
備
費
政
夏
費
ヲ
憐
タ
ヨ
ト
論
月

Y
迄
屯
ナ
γ
a
{
瞬
時
利
得
税
法
摘
行
規
則
第
六
悌
}
是
品
依

d

プ
之
ヲ
鶴

v
t
帥
櫛

舶
利
得
税
鎌
業
利
得
税
ρ

明
ニ
差
盆
枕
ノ
性
質
ヲ
設
揮
A

Y

屯
ノ
ト
謂
ρ

サ
Y

ペ
カ
ア
ズ
。

第
五

兎

祝

貼

戦
時
利
得
税
ρ

偶
然
利
得
三
枕
只
戸
毛
ノ
ナ
y
d
ρ

故
ニ
椅
ク
毛
偶
然
利
得
ト
摺
ム
ベ
キ
融
制
勝
利
得
〆
-
一
ア
ラ

一
て
悉
ク
之
ニ
課
税
見
ペ
タ
遺
漏
7

Y
ペ
カ
ラ
サ
Y
曲
也
、
然
V

ト
モ
其
利
得
ノ
小
ナ
戸
毛
ノ
ρ

槍
枕
力
必
旦

V

毛

一
大
ナ
ラ
ズ
、
旦
y
戦
勝
利
得
ノ
平
時
所
得
ユ
超
過
Z
l
y
額
7
以
ア
一
感
戦
勝
利
得
ト
推
定
z

y

t

其
利
得
ノ
小

ナ
Y

毛
/
品

7
9
7
ρ

必
ズ
ジ
モ
偶
然
利
得
ノ
純
ナ
Y

毛
ノ
ヲ
捕
へ
得
Y

屯
ノ
ト
限
Y

4

カ
フ
ズ
、
而
毛
之
ニ
一
砿

貝

y
ρ

経
済
界
/
弱
者
二
過
大
ノ
負
携
7
命
月

Y

ノ
危
険
ナ
V
ト
セ
ズ
、
是
カ
故
子
小
利
得
ρ
菟
枕
セ
ナ
Y

ペ
カ

一
ラ
ズ
、
諸
国
ノ
立
法
例
ヲ
按
z
y
三
川
V

モ
菟
税
黙
ヲ
設
ゲ
サ
Y

ハ
ナ

v
、
我
園
ノ
戦
勝
利
得
税
法
モ
亦
然
リ
。

我
関
ノ
戦
晴
利
得
税
法
-
一
依
v
ρ

個
人
利
得
J一
uvJ7
一
一
一
千
園
未
満
ナ
M
F

毛
ノ
ρ

之
ヲ
免
税
兄
、
{
第
六
倫
回
翌
一
般

舶
利
得
税
鎌
業
利
得
税
亦
岡
三
鍋
七
偽
一
項
但
}

一
戦
勝
利
得
税
法
案
-
一

ρ

所
得
金
額
三
千
回
以
下
ヲ
菟
λ

ト
ア
ザ
シ
ガ
、
衆
議
院
A

之
ヲ
利
得
金
三
千
園
未
満
7

発
見
ト
改

j
p
、
現
行
法
ρ

郎
チ
是
ナ

F
、
所
得
金
三
千
闘
ρ

戟
時
所
得
-
一
外
ナ
7
7
F
ガ
、
之
ヨ
リ
平
時
所
得

一
弥
ニ
一
英
二
割
ヲ
控
除
V
7
得
ペ
キ
戦
勝
利
得
ハ
比
較
的
低
額
戸
戸
ペ
キ
ナ
ロ
、
利
得
金
三
千
国
ρ

戦
時
所
得
ヨ

9

銭
臨
時
利
得
税
テ
論
λ

戸
二
、
完
}

論

説

飼
七
巻

(錆=一一概

ーー} 

一一} 

ーーー

一一



我
職
時
利
得
税
チ
論
ス
(
二
、
完
}

卒
府
所
得
弁
-
一
共
二
割
ヲ
控
除

v
p
u
F
残
紙
三
池
キ
サ
v

j

、
共
同
帆
時
所
得
ρ

除
程

E
額
』
「
ナ
戸
ペ
キ
・
品
、
是
カ

論

三
回
)

凶

説

間
同
七
容

(
第
三
蹴

故
ユ
議
金
/
修
正
山
大
二
免
税
黙
ア
一
一
角
メ
タ
w
F

モ
ノ
ト
謂
ρ

す
戸
ペ
カ
一
フ
ズ
。

菟
税
黙
ヲ
高
メ
ア
利
得
金
三
千
回
ト
ジ
タ
戸
結
果
ρ

中
産
階
級
以
下
-
一
於
テ
戦
争
ノ
悶
接
/
影
響
ヲ
党
グ
タ

y

主
ノ
円
多
ク
兎
枕
セ
一
7
F
U
F
2
b
ト
ナ

ν
p
、
之
ヲ
農
業
三
川
7
見
Y

ニ
米
憤
7
二
十
近
国
ト

γ
一
反
一
石
五
六

耳
ノ
小
作
米
ヲ
得
Y

モ
ノ
ト
ジ
必
要
ノ
経
費
ヲ
控
除
ジ
ア
計
算
セ

y
ι

、
三
千
闘
ノ
所
得
額
ヲ
得
Y
鋳

4

三
少
タ

一L
r

毛
十
町
以
上
ノ
田
ヲ
有
セ
サ
戸
ペ
カ
ラ
ズ
、
然
ウ
一
大
正
一
五
年
二
年
頃
/
米
償
タ
二
十
回
位
ト
ジ
、
姑
グ
経
費

ヲ
同
一
ト

γ
ア
考
へ

y
-
一
、
一
戸
一
千
回
ノ
戦
時
利
得
金
鋲
ヲ
畑
町
Y

カ
勾

J

一
円
少
ク
ト
ヱ
凶
十
町
ノ
回
ア
有
セ
ナ
Y

ペ

カ
ラ
ズ
‘
ョ

ρ

素
ヨ
?
粗
雑
ナ
ル
計
算
ナ
V

ト
予
亦
以
ア
所
得
金
が
利
得
金

4

一
改
正
セ
ラ

v
p
F
意
義
ヲ
知
戸
ペ

ク
菟
枕
黙
ガ
如
何
ナ

Y
階
級
-
一
迄
及
へ
戸
カ
ノ
一
端
ヲ
窺
7

ユ
足
-
フ
y
。

勝
国
大
破
大
臣
ニ
諮
府
守
一
於
テ
所
得
金
三
千
園
ト
定
J

ク
y
坦
由
ヲ
説
ア
左
/
如
グ
云
へ
し
ハ
。

大
五
六
年
度
ノ
第
三
種
所
得
税
額
ノ
表
一
一
掛
ル
ト
納
混
入
員
約
百
二
寓
三
千
人
許
リ
ア
ル
中
‘
干
園
以
下
/
者
七
十
大
高
三
千
絵
入
、
一
一
千
回
以
下

ノ
者
十
六
寓
ニ
千
銭
入
、
三
千
園
以
下
ノ
者
四
千
三
百
館
入
、
=
一
干
回
以
上
ノ
宅
ノ
ハ
極
テ
合
イ
、
大
隈
日
本
/
園
情
刃
ヲ
考
九
マ
ス
ト
、
餓
dv
下

下
ノ
各
般
ノ
者
ニ
エ
ヲ
イ
賀
措
チ
課
ク
ル
ト
云
フ
コ
ト
T
F
ナ
イ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
見
嘗
カ
ヲ
ニ
ニ
千
回
L
F

定
メ
タ
衣
館
デ
ア
リ
マ
ス

下
、
然
レ
ト
ヰ
戦
勝
利
得
税
7
納
ム

Y
人
比
較
的
少
U

ト
ア
去
三
段
y
y
ニ
足
ア
ズ
、
差
ジ
此
稔
ニ
宇
ロ
英
大
ナ

F
偶
然
利
得
ヲ
得
Y
少
数
者
二
献
セ
ブ
ト
Z
'
Y

屯
/
ナ

vρ

・晶、

f
v
p
衆
議
院
/
修
正
ρ

却」
7
賞
ヲ
得
F
F
毛

海議院謹詑蜂 t掘、一三回頁



/
ト
評
セ
サ
F
J
ベ
カ
ラ
ズ
。

第
，且a
J、
税

率

戟
勝
利
得
税
二
週
用
z
y
税
率
二
関
ジ
ア
ハ
二
主
義
ア

9
、
比
例
積
率
主
義
累
進
枕
率
主
義
是
ナ

F
、
戦
勝
利

一
得
稔
ハ
偶
然
利
得
回
一
課
Z

Y

弔
ノ
ニ
ジ
ア
其
利
得
ノ
大
ナ

y
-
一連
V

密・
7
重
ク
月

Y

モ
之
ア
得
タ
戸
壬
ノ
ノ
痛
苦

キ

ヲ
増
Z

モ
ノ
ニ
ア
ラ
ザ
v

j

、
累
進
税
率
ヲ
遁
用
月

y
ヨ
ト
ヲ
五
賞
ト
月
、
是
カ
故
ニ
偽
、
伊
‘
米
、
溺
、
撲
、

一
丁
、
瑞
典
、
諾
ノ
諸
園
皆
此
主
義
ヲ
採
七
比
例
秘
主
義
ヲ
採
戸
司
ノ
ρ

英
国
、
璃
西
等
ノ
諸
関
ニ
ジ
ア
極
ア
例

外
的
-
一
之
ヲ
見
Y

ノ
ミ
、
我
国
毛
亦
質
-
一
此
例
外
的
立
法
系

J

一
層
月
。

我
法
ニ
依

v
t
法
人
利
得
同
一
二
一
割
、
個
人
利
得
ニ
円
一
割
五
分
ヲ
以
ア
稔
ス
{
聴
時
利
得
税
法
問
煙
、
累
進
稔

家
主
義
ヲ
採
取
F

図
ニ
ア
リ
ア
ハ
其
最
高
税
率
ハ
極
一
三
両
ク
、
品
川
園
山
田
幹
近
ノ
改
正
二
似
リ
八
割
ト
錯
え
米
関
山

ム
ハ
割
ト
翁
シ
濁
園
山
五
割
ト
翁

ν填
園
円
四
割
宇
ト
月
、
比
例
税
率
主
義
ア
探
Y

園
ι
於
ア
モ
英
図
ノ
如
キ
ハ
八

割
ヲ
以
7
税
率
ト
ュ
、
戦
時
利
得
ノ
大
部
ヲ
浪
収
Z

Y

毛
ノ
ト
屯
一
昨
V

得
べ

γ
二
町
毛
何
V

/

園
氏
毛
之
-
一
封
V

一
S7
異
議
7
陪
へ
す
y
ρ

、
偶
々
以
7
犠
位
的
精
神
ノ
如
何
-
一
熱
烈
ナ
U
F

カ
7
誼
旦
べ

γ
、
我
園
ノ
税
率
ρ

之--叫ん

v
f
極
ア
低
ク
殆
ト
日
ヲ
同
y
y
ア
談
見
戸
ヨ
ト
ヲ
得
ズ
。

我
図
ノ
戦
勝
利
得
枕
ノ
税
率
ハ
斯
ノ
如
タ
極
ア
低
三
然

y
f
t
u拘
-
フ
ガ
、
人
或
ハ
之
ヲ
高
キ
二
週
タ
ト
錨
ジ

我

蟻

持

利

得

税

チ

論

ス

合

一

‘

完

)

=

一

二

五

論

説

岬
同
七
巻

{
第
三
時
田

一ユ玉}

拙著鞍益続講{金井博士~e論諸積七一六頁以下)提



論

説

我
職
時
利
得
税
チ
論
λ
(
二
、
完

大

筒
七
山
唖

(
第
三
磁

大
) 

市
民
戸
一
低
ク
セ

y
ト
努
ム
戸
毛
ノ
ア
リ
、
日
夕
政
府
ニ
シ
ア
大
豆
七
年
度
目
一
於
ア
千
八
百
高
園
大
正
八
年
度
後
ニ
於

ア
三
千
二
百
高
園
ヲ
得
y
ト
月
戸
ナ
ラ
コ
個
人
利
得
日
二
割
五
分
法
人
利
得

4

一
一
一
割
ヲ
枕
Z

F

ノ
要
ナ
ケ
y
、

何
ト
ナ
V

山
此
率
ヲ
以
ア
セ

ρ

一
億
回
以
上
ノ
牧
入
ヲ
得
Y

三
主
v

j

ナ

y
ト
、
此
読

d

一
共
鳴
Z

W

モ
ノ
ρ

第
四

十
議
舎
ニ
於
47
盛
ニ
政
府
ヲ
窮
迫
γ
、
戦
時
利
得
ニ
封
γ
-
7
二
割
叉
ρ

一
割
年
ヲ
取
戸
ヨ
ト
ヲ
主
眼
ト

z
y
h
μ
叉

三
一
一
千
二
百
高
園
ノ
収
入
ヲ
畑
町
却
コ
ト
ヲ
主
眼
ト
A

Y

カ
ヲ
訪
問
旦

Y

モ
ノ
頻
出
セ

P
、
政
府
内
之
ニ
谷
へ
-
一
y

「
臨
時
事
件
費
歳
出
入
/
権
衡
7
得
サ
庁
主
ノ
ア
V
ρ

之
ご
迎
合
見
戸
ノ
秩
制
ヲ
作
-
y
f
y
ペ
カ
ラ
ズ
、

サ
v

j

*
 

一
ト
ア
金
額
許
9
ヲ
7
7
4
一
v
-
7
法
制
ヲ
作
Y

ペ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
二
者
円
資
際
-
一
於
-Y
相
閲
聯
ヲ
銭
月
」
ト
云
へ

p
、

一少
γ
グ
不
得
要
領
ノ
嫌
ナ
キ
能
て
ス
、
思
フ
ニ
税
率
ヲ
一
割
宇
ト
V
一
一
割
ト
A
Y
ρ

固
ヨ
リ
凋
断
的
認
定
-
一
泊
キ

.
ス
ト
雄
ト
司
、
大
正
七
年
度
ニ
於
7
一
千
八
百
寓
園
英
後
-
一
於
ア
三
千
二
百
寓
国
ヲ
得
y
ト

V
F
此
税
率
ヲ
定
メ

一F
F

弔
ノ
ュ
ア
ヌ
サ
炉
内
明
白
ナ
?
、
若
V

利
得
税
/
牧
入
J
H
h
7
9
F
ナ
q
行
カ
て
多
々
盆
々
可
ナ
山
戸
ヲ
見
y
ノ

ミ
、
戦
時
利
得
税
凶
臨
時
枕
ナ
Y

カ
故
ニ
臨
時
事
件
強
備
費
ノ
支
帥
明
日
一
充
ク
Y

ヨ
ト
ト
セ
Y

ガ
、
大

E
七
年
度
目
一

一
於
ゲ
Y
臨
時
事
件
猿
備
費
ρ

八
千
四
百
高
固
-
一
遠
見
一
耐
子
今
日
不
足
Z

Y

コ
ト
少
カ
ラ
ズ
ト
開
ク
、
而
V
-
一プ之品

制
到

Z

Y
収
入
ト

γ
-
7
ハ
戟
勝
利
得
枕
千
八
百
徐
高
園
ノ
外
ご
継
牧
入
二
千
三
百
五
十
寓
園
・
前
年
繰
入
金
二
千
三

一
十
品
開
高
園
、
借
入
金
二
千
二
百
高
岡
ヲ
計
上
耳
、
叉
臨
時
軍
事
費
ρ

三
千
三
百
七
十
品
開
高
画
-
二
採
算
セ
ラ
Y

Y

毛

之
品
究
ア
ペ
キ
軍
資
金
二
灼
ト
借
入
金
及
公
債
募
集
金
-
一
仰
F
ヨ
ト
ト
ナ

v
p
、
芳
V
戦
勝
利
得
税
v

一
V

7
脇島算

普貴族院建都綾上掲七頁



-
一
超
過
Z

F

E

額
ノ
牧
入
ヲ
驚
7

V
来-一
7

ブ
乎
、
臨
時
事
件
濠
備
安
井
-
一
軍
事
費
支
排
ノ
翁
ユ
借
入
金
叉
ρ

る
債

募
集
ヲ
鏡
ス
ノ
要
ナ
ケ

y
、
荷
主
採
算
ヲ
一
瞥
セ

Y

モ
ノ
つ
忽
チ
一
千
八
百
品
開
高
国
ヲ
得
Y

ヨ
ト
ヲ
主
眼
ト

γ

テ
戦
勝
利
得
税
ヲ
起
セ
戸
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
Y

コ
ト
ヲ
悟
Y

ぺ
寺
山
也
、
而
き
是
ヲ
コ

V

悟
-
フ
ズ
、
利
得
税
ρ

一
億
園

以
上
品
主
連
見
ベ
ジ
ト
議
官
ジ
ア
政
府
議
算
/
杜
撰
ナ
戸
コ
ト
ヲ
痛
論
v
-
7
止
マ
ズ
、
戦
勝
利
得
税
/
収
入
換
算

一
ρ

政
府
/
野
明
セ

Y

カ
如
ク
大
正
孟
年
度
/
質
情
ヲ
基
礎
ト
シ
ア
計
算
y
b
f
y
毛
ノ
ナ
v
て
大
正
夫
年
度
ノ
質

情
7
基
礎
ト

V
ア
計
算
ス

Y
戦
勝
利
得
税
/
牧
入
ρ

更
ユ
大
ナ
Y

弔
ノ
ト
ナ
Y

ヤ
必
セ

F
、
然
V
ト
屯
之
7
以
F

一
税
率
ヲ
低
ク

z

p
ノ
理
由
ト
雪
べ
カ
-
フ
サ
五
。

一
次
ニ
税
法
ニ
依

yρ
個
人
利
得
ト
法
人
利
錦
町
ト
ノ
問

d

一
税
率
ヲ
呉
-
一

V
而
モ
前
者
ノ
率
ガ
後
者
ノ
率
ヨ
リ
屯
一
挫

v
、
是
v
所
得
税
ト
会
ク
反
謝
ノ
方
向
-
一
走
v
y
毛
ノ
ナ

y
、
政
府
委
員
ρ

之
カ
理
由
ヲ
説
明
v
-
7
日
F
、
法
人

ρ
増
資
ノ
場
合
ニ
仮
想
的
卒
時
所
得
ヲ
算
定
シ
ア
之
ヲ
控
除
γ
以
7
戦
時
利
得
ヲ
形
ク
Y

モ
個
人
ρ

此
掛
酌
7
受

F

Y
ヨ
ト
ナ

γ
、之
7
其
一
ト
ス
、
叉
法
人
山
資
本
ヲ
運
鴎
V

7
利
盆
ヲ
得
戸
主
個
人
ρ

資
本
/
外
戸
一
個
人
ノ
妙
カ

ユ
依
Y
所
得
壬
ア
レ
バ
之
ヲ
軽
ク
セ
サ
Y

ペカ-一
7

z
、
之
ヲ
英
一
一
ト
旦
叉
所
得
7
算
定
R

Y

ユ
際

v-一
プ
毛
、
法
人

一
品
於
ア
控
除
セ
-
7
Y

ペ
キ
経
費
品
、
ン
ア
個
人
ニ
於
ア
控
除
セ
-
フ
V

サ
Y

屯
ノ

7
9
、
之
フ
英
三
ト
兄
、
三
者
何
V

一
モ
法
人
ニ
寛
ニ
ジ
ア
個
人
-
一
酷
ナ
Y

ノ
嫌
ア
リ
、
税
率
二
-
於
-7
之
ヲ
矯
正
セ
サ
Y

ペ
カ
-
一
フ
ズ
ト
可
此
議
論
一
感
聴

一F
ペ
V
、
然

y
-一
同
一
ノ
政
府
委
員
ハ
所
得
税
ニ
於
ア
個
人
-
一
累
進
税
ヲ
課
V
株
式
舎
批
ニ
比
例
枕
ヲ
課
V
個
人

百骨

既

我
職
時
利
得
税
チ
論
メ
合
一
、
完
V

三
七
)

七

筒
七
品
唖

{
第
三
股

上掲貴族院連託銀ニ九頁三O頁4陪



論

設

我
時
時
利
得
税
チ
論
三
二
、
完
)

第
七
巻

(
第
三
磁

三
人
)

入

d-酷ニ
γ
ア
法
人
二
品

-ruy
ノ
立
法
ヲ
妹
護
V
4
7
己
マ
ズ
、
前
逃
/
コ
一
ツ
ノ
理
由
ノ
中
二
ツ
ρ

少
ク
ト
モ
所
得
枕

一
三
成
プ
之
ヲ
云
ヒ
得
f

y
ペ
カ
ラ
ズ
若

γ
論
理
ヲ
一
貫
セ
バ
所
得
税
-
一
於
一
プ
モ
個
人
三
挫
翠
ァ
課
シ
法
人
ニ
重
税

一
ヲ
課
セ

f

y
ペ
カ
-
フ
ズ
、
余
円
弦
昌
一
所
得
枕
7
諭
セ

y
ト
ス

y
-
一
ア
ラ
ズ
、
只
我
所
得
枕
法
ト
戦
時
利
得
税
法
ト

ノ
間
ュ
主
義
ノ
大
-
一
異
v
Y
1
ト
ヲ
高
調
セ

Y

ト
旦
戸
ノ
ミ
‘
何
V

ニ
セ
ョ
、
戦
勝
利
得
枕
法
-
一
於
一
プ
個
人
ヨ
リ

宅
法
人
戸
一
重
グ
諜
セ
Y

ヨ
ト
ρ

、
我
立
法
ノ
新
傾
向
ヲ
暗
示
λ
y
モ
ノ
ト

v-7
之
ヲ
歓
迎
セ
す
戸
ベ
カ
フ
ズ
。

第
七

戦
時
利
得
税
法
ノ
施
行
期
間

戦
勝
利
得
税
ρ

備
早
ク
ヨ

y
之
ヲ
行
ρ

寸

Y

ペ
カ
ラ

f
p
v
毛
ノ
ナ
Y
J
刀
、
我
園
ρ

欧
洲
大
戦
勤
務
後
四
年
一
-

帯
型

y
ト
4

h

y

大
正
七
年
四
月
ニ
至
一
プ
-
一
初
ア
之
ヲ
行
フ
-
一
至

v
p
、
従
7
戦
時
利
得
税
法
一
一
於
7
戦
時
ト
一
五
「
ノ
ハ
大

豆
七
年
ニ
初
マ

y
・
弘
、
允
モ
リ
法
ハ
比
熱
v

一
閲
γ
法
人
ト
個
人
ト
ノ
間
ユ
一
極
別
7
設
ケ
木
法
ρ

法
人
三
何
y

ρ

大
正

七
年
一
月
一
日
ヲ
合
ム
事
業
年
度
分
ヨ
リ
、
個
人
ユ
付
7
ρ
大

E
七
年
分
ヨ
リ
之
ヲ
遁
用
ス
ト
定
ム
、
是
カ
故
-
一

犬
正
三
年
八
月
ヨ

p
大
正
七
年
-
一
至
Y

迄
ユ
得
タ
戸
川
戦
時
利
得
-
一
山
之
ヲ
謀
セ
す
ご
ト
ト
ナ
V
9
0

是
V
戦
勝

利
得
戸
過
去
=
於
ア
顔
Y

大
ナ
山
戸
モ
ノ
グ

p
v
ヲ
認
ム
戸
モ
一
過
去
ニ
湖
及
見
戸
ρ

蛍
ヲ
得
f

y
壬
ノ
ト
ジ
h
p
y
J
P

鋳
メ
ナ
ラ

y
、
然
V

ト
毛
、
湖
及
戸
全
然
之
ヲ
認
メ

f
y
-
ア
ラ
ズ
、
法
人
ノ
利
得
ρ

大
正
七
年
一
月
一
日
ヲ
含

ム
事
業
年
度
分
ヨ
?
祝
子
F

セ
バ
、
事
賢
二
民
一
プ
湖
及
ス

Y

毛
ノ
7

F

3

ト
ヲ
許
す
f

y
ベ
カ
ラ
ズ
。



今
比
一
規
定
日
一
依
一
プ
伊
一

r
p
m細
川
問
ノ
運
用
7
見
y
-
一
、
大
正
七
年
度
ノ
戦
時
一
利
得
計
算
ノ
基
礎
F
Y
所

得

二

時

期
-
一
於
一
7
匝
々
ト
ナ
Y
ぺ
v
J

、
個
人
所
得
ニ
在

y
-三
田
畑
所
得
円
大
正
回
、
五
、
大
ノ
ヒ
一
年
ノ
卒
均
所
得
-
一
依

リ
、
山
林
伐
採
所
得
二
八
正
大
年
ノ
ソ
レ
ユ
依

y
、
M

押
園
井
-
一
殖
民
地

4

一
於
ゲ
戸
法
人
ノ
郎
賞
金
ρ

大
正
六
年
ノ

ソ
レ
-
一
依
?
、
其
他
ρ

大
王
七
年
ノ
珠
算
収
入
品
依
y
、
刷
川
舶
鏑
山
ノ
賀
却
利
得
ρ

大
正
大
年
ノ

y
v
ユ
依
戸
、

一
法
人
-
一
在
日
-7ρ

事
業
年
度
ヲ
一
年
ト
ス

Y

モ
ノ
ト
竿
年
ト
旦
町
モ
ノ
ト
ェ
於
一
プ
呉
市
r

、
前
者
二
以
7
ρ

事
業
年

度
ノ
大
正
六
年
二
月
ヨ

q
初
7

Y
モ
ノ
ヲ
長
ヱ
逗
ク
湖
Y

壬
ノ
ト
え
後
者
-
一
於
-
プ
ρ

事
業
年
度
/
大
正
六
年
八

月
ヨ
リ
初
マ

Y

毛
ノ
ヲ
最
モ
謹
ク
湖
Y

モ
ノ
ト
ス
、
我
園
ニ
於
ケ
Y

品目枇
ρ
多
ク
事
業
年
度
ヲ
牟
ヶ
年
ト
旦

Y

毛

ノ
ナ
戸
カ
故
-
戸
、
刷
間
際
ι
於
-
y
ρ

大
正
六
年
八
月
以
降
-
一
得
タ

y
所
得
ヲ
基
礎
ト
ジ
-7
戦
時
利
得
7

計
算
λ

y
コ

一
ト
ト
ナ
Y

ペ
キ
也
。

戦
時
利
得
枕
川
町
戦
争
ノ
影
響
ノ
存
λ

戸
限
ヘ
之
カ
鋳
ニ
偶
然
利
得
ヲ
得
Y

毛
ノ
ア
庁
限
F
之
ヲ
枕
旦
ベ
キ
モ

ノ
t
z
、
戦
争
終
了
シ
一
プ
備
戦
争
ノ
影
響
己
マ
サ
ラ

γ
乎
戦
時
利
得
税
ハ
之
ヲ
底
ス
ベ
カ
ラ
ズ
、
然
U

二
一
我
園
ノ

一
戦
勝
利
得
枕
法
ρ
戦
争
終
了
ヲ
限
界
ト

V
一ア之
7

磁
λ

Y

ノ
趣
旨

J

ニ
抗
日
、
「
本
法
ρ
法
人
-
一
川
町
y
ρ

講
和
依
約
調

印
ノ
日
/
晴
朗
λ

y
年
ノ
末
日
ヲ
合
ム
一
事
業
年
度
分
限

y
、
個
人
ニ
付
-7ρ

共
年
分
限
リ
廃
止
旦
I

」
ト
定
ム
o

•••••• 此
磁
止
期
ノ
迩
用
ヲ
見
y

ュ
、
個
人
所
得
-
一
ア
リ
ア
A

凹
州
田
川
姐
竺
講
和
ノ
年
ノ
前
一
-
一
年
ノ
平
均
所
得
ニ
依
9

加
林
伐
採
所
得
、
外
閣
法
人
殖
氏
地
法
人
ヨ
リ
月

Y

配
賞
金
ρ

講
和
ノ
年
ノ
前
年
ノ

y
v
ニ
依
リ
船
舶
鎖
山
利
得

設

我
臨
時
利
得
税
チ
論
ス
{
二
、
先

第
占
山
甜

(
第
三
獄

三
九
)

大，



論

設
/
我
職
時
利
得
税
チ
論
九
{
二
、
完
}

第
七
巻

{
第
三
現

回
O
)

三=一
O

ヱ
仲
講
和
ノ
年
ノ
前
年
ノ
ソ
V

ニ
依
七
講
和
ノ
年
ノ
一
部
ρ

明
ニ
戦
争
糟
糠
V
戦
争
ノ
影
響
ア

y
-
一
号
拘
-
フ
ズ

一
之
ユ
課
税
セ
f

P

2

ト
ト
ナ

y
a
o
叉
法
人
ニ
在
y

F
つ
事
業
年
度
ヲ
一
年
ト
月
戸
毛
ノ
ハ
講
和
ノ
年
/
翌
年

ノ
十
二
月
山
逸
品
及
三
事
業
年
度
ヲ
竿
年
ト
ス
F

モ
ノ
ハ
講
和
ノ
年
ノ
翌
年
ノ
五
月
二
出
及
7

4
シ
、
我
園
舎
枇

一ρ

事
業
年
度
ヲ
竿
年
ト
Z

Y

毛
ノ
多
キ
カ
故
-
一
覧
際
ρ

講
和
/
牟
ノ
翌
年
ノ
五
月
迄
ノ
利
得
ガ
課
税
セ
ラ
y
y
コ

一
ト
ナ
Y

ペ

v
。

一
以
上
述
7
y
m
F
一
依
ア
現
v
ρ

戦
時
利
得
税
ノ
行
ρ
y
y
期
間

ρ
倒
人
ト
法
人
ト
ノ
問
ニ
非
常
ナ
Y
相
蓮
ア
リ

一
叉
法
人
ノ
悶
旦
於
ア
司
一
年
ヲ
事
業
年
度
ト
月
Y

毛
ノ
ト
字
ヶ
年
ヲ
事
業
年
度
ト
Z

Y

者
ノ
問
一
一
一
於
ア
非
常
ナ
y
r

一
棉
遠
7
9
、
事
業
年
度
ガ
同
V

F

一
ヶ
年
若
ク
ρ

牟
ゲ
年
ノ
壬
ノ
ニ
ア

9
7
て
共
初
期
終
期
大
品
目
共
Y

ヲ
見
y

一ぺ

γ
、
戦
争
ノ
影
響
ρ
其
時
期
品
依
ア
同
ジ
カ
ラ
ズ
、
異
V

戸
時
期
ノ
利
得
ヲ
捕
y
y
ρ

官公平
7
得
Y

毛
ノ
ト
一
言

一
フ
ヲ
得
ズ
、
戦
勝
利
得
税
法
ρ

此
融
制
-
一
閥
V
不
備
ノ
議
ヲ
菟
Y

ペ
カ
ラ
ズ
。

第
八

結

論

戦
時
利
得
杭
ρ

戟
時
ノ
要
求
ニ
庭
山
Y
7
産
マ
V

タ山
F

d

t

ノ-一
-
V
4
7
、
我
租
積
氏
よ
ノ
新
記
録
ヲ
矯
月
号
ノ
ナ
リ

一
語
交
ノ
出
シ
漣
v
ト
-
X
ブ
モ
ノ
ア
リ
ト
雄
ト
て
密
丈
ノ
出
ナ
サ
Y

ニ
俊

v
u
F
ヨ
ト
高
h

ん
占
也
、
余
輩
プ
此
新
立
法

ヲ
東
v
U
ヨ
?
歓
迎
Z

Y

ニ
爵
踏
セ
ズ
、
然
V

ト
毛
其
枕
法
/
内
容
-
一
至
Y

7

t
脱
税
7
奨
踊
Z

Y

モ
ノ
ア
リ
不



R

公
平
ノ
結
果
7
生
旦

y
毛
ノ
ア

y
、
批
難
ヲ
加
へ
サ
戸
ペ
カ
ラ
サ
戸
毛
/
少

γ
ト
セ
ズ
、
他
日
之
7
改
正
セ

f

y

一
・
ヘ
カ
ラ
サ
戸
ナ
9
0

戟
時
利
得
枕
法
ρ

戦
争
ノ
終
了
ト
共
-
一
之
ヲ
廃
止
1
u
F

ヨ
ト
ト
ナ
ヲ
居
レ
ト
モ
戦
争
終
了
Z

Y

主
戦
争
ノ
影

響
己
マ
ズ
、
縦
令
戦
争
ノ
影
響
己
ム
ニ
至
Y

毛
異
常
ノ
利
盆
ヲ
得
Y

毛
/
極
ア
多
カ
ラ

y
、
故
ニ
戦
争
ノ
影
響
/

一
騒
ク
限

y
戦
時
利
得
税
ノ
遁
用
ヲ
延
期
三
戦
争
/
影
響
己
一
ミ
タ

Y
後
ρ

戦
時
利
得
税
ヲ
愛

γ
7
正
常
利
盆
超
過

一
税
ト
ナ
ジ
以
7
恒
久
枕
ト
ナ
λ

ペ
キ
ナ
9
、
余
議
ρ

外
関
ノ
立
法
カ
戦
後
-
-
於
-7
此
方
面
-
一
向
ア
設
展
セ

y

ヨ
ト

ヲ
期
待
ュ
、
我
闘
ノ
租
税
立
法
治
ρ

此
世
淫
ノ
進
展
ヲ
洞
翻
ジ
、
号
一
感

v-7此
税
法
ヲ
改
造

2
2ト
ニ
努
力

一
セ
サ
山
戸
ベ
カ
ヨ
サ
F

ナ
9
0

論

説

我
職
時
利
得
粧
品
7

論
ス
(
二
、
h
z
v

鋪
七
巻

{
第
三
積

四

ーー
ーー一一


